
広報みほ　令和３年６月号 16

第１
段階

第２
段階

第３
段階

食費の負担限度額
利用者負担段階

居住費等の負担限度額

多床室 施設
サービス

短期入所
サービス

従来型
個室

ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

介護保険

令
和
３
年
８
月
か
ら

第
３
段
階
①
第
３
段
階
②

・
学
科　

機
械
技
術
科
、
自
動
車

整
備
科
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制

御
科
、
IT
技
術
科

◇
見
学
会

・
日
時　

６
月
１９
日（
土
）、
７
月

３
日（
土
）、
７
月
１７
日（
土
）、

　

８
月
４
日（
水
）

　

午
前
１０
時
３０
分
か
ら
（
受
付
午

後
１
時
か
ら
）

◇
会
場　

茨
城
県
立
土
浦
産
業
技

術
専
門
学
院
（
土
浦
市
中
村
西

根
５
０

－

１
７
９
）
☎
０
２
９

－

８
４
１

－

３
５
５
１

　

行
政
相
談
員
は
総
務
省
か
ら
委

託
さ
れ
、
国
・
県
・
市
町
村
な
ど

の
行
政
に
関
す
る
相
談
や
そ
の
解

決
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

村
で
は
前
任
者
の
増
尾
正
己
さ

ん
の
退
任
を
受
け
、
令
和
３
年
４

月
よ
り
栗
山
和
男
さ
ん
が
相
談
員

と
な
り
ま
し
た
。
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
困
っ
て
い
る
こ
と
、
悩
ん

で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
日
時

毎
月
第
４
金
曜
日

午
前
１０
時
〜
正
午

◇
場
所

美
浦
村
役
場
１
階
住
民

相
談
室
ま
た
は
会
議
室

◇
問
合
せ

役
場
総
務
課

　

生
活
相
談
・
生
活
設
計
・
労
働

相
談
・
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
・
セ
カ

ン
ド
ラ
イ
フ
な
ど
専
任
相
談
員
の

ア
ド
バ
イ
ス
、
ま
た
は
専
門
家
・

専
門
機
関
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

◇
時
間　

午
前
１０
時
〜
午
後
５
時

３０
分

◇
問
合
せ　

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
い

詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

１枠２，７００円～（先着）
※ページ構成上募集がない月もあります。

広報みほに広告を掲載しませんか

お知らせお知らせ
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。
公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

（広告欄）

本
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い

て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
防
止
す
る
た

め
、
延
期
や
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
開
催
に

関
す
る
問
合
せ
は
各
問
合
せ
先
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

ば
ら
き
☎
０
１
２
０

－

７
８
６

－

１
８
４
（
無
料
）

※

秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

◇
体
験
会

・
日
時　

６
月
１３
日（
日
）、
７
月

２１
日（
水
）、
８
月
２５
日（
水
）

午
後
１
時
３０
分
か
ら
（
受
付
午

後
１
時
か
ら
）

台
風
等
に
よ
る
大
雨
に
よ
っ
て

河
川
の
水
位
が
上
昇
す
る
時
等
に
、

村
民
の
皆
さ
ま
一
人
ひ
と
り
が
と

る
防
災
行
動
を
、
時
系
列
的
に
整

理
し
た
行
動
計
画
を
「
マ
イ
・
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
（
個
人
防
災
行
動
計

画
）
」
と
い
い
ま
す
。

台
風
等
の
風
水
害
の
際
、
被
害

に
あ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
確
認
や
、

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
作
成
等
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
れ

ば
良
い
か
を
考
え
、
普
段
か
ら
準

備
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
を
用
い

て
居
住
地
等
の
自
ら
関
係
す
る
水

害
リ
ス
ク
等
を
知
る
、
自
分
自
身

が
避
難
す
る
際
の
課
題
に
気
づ
く
、

そ
し
て
実
際
に
災
害
が
起
き
た
時

に
ど
の
よ
う
に
避
難
す
る
か
を
考

え
る
こ
と
が
い
ざ
と
い
う
と
き
の

避
難
に
役
立
ち
ま
す
。

茨
城
県
で
は
、
簡
単
に
マ
イ
・

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
作
れ
る
よ
う
に
、

作
成
支
援
動
画
の
公
開
や
作
成
手

順
と
記
載
例
に
よ
る
マ
イ
・
タ
イ

ム
ラ
イ
ン
の
作
り
方

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
参
考
に
し

て
、
マ
イ
・
タ
イ
ム

ラ
イ
ン
を
作
成
し
ま

し
ょ
う
。
（
第
２６
回
・
終
わ
り
）

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報　
２６

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報
２６

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

を
作
り
ま
し
ょ
う

を
作
り
ま
し
ょ
う

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

　
　
　
　

を
作
り
ま
し
ょ
う

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

　
　
　
　

を
作
り
ま
し
ょ
う

県
立
土
浦
産
業
技
術
専
門
学

院
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

行
政
相
談
員
に
ご
相
談

く
だ
さ
い

台
風
で
川
が
増
水
。
避
難
行
動

は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
？

台
風
で
川
が
増
水
。
避
難
行
動

は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
？

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
作
り
方

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
作
り
方

暮
ら
し
の
困
り
ご
と

ご
相
談
く
だ
さ
い
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茨
城
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

は
、
県
内
の
障
が
い
者
の
ス
ポ
ー

ツ
を
と
お
し
た
、
自
立
と
社
会
参

加
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
県
民

の
障
が
い
者
に
対
す
る
理
解
と
認

識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

ス
ポ
ー
ツ
大
会
で
す
。

　

次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
の
で
、

ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

９
月
１２
日（
日
）、
１８
日

（
土
）、
２５
日（
土
）

◇
場
所　

笠
松
運
動
公
園
（
ひ
た

ち
な
か
市
）

◇
対
象
者

【
団
体
競
技
】下
記
の
条
件
を
満
た

　

す
者

①
県
内
に
在
住
ま
た
は
県
内
の
施

設
、
学
校
ま
た
は
職
場
に
在
籍

し
て
い
る
者

②
年
齢
１２
歳
以
上
の
者
（
令
和
３

年
４
月
１
日
現
在
）

③
知
的
障
が
い
を
有
す
る
者
、
ま

た
は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

【
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
競
技
】県
内

に
居
住
ま
た
は
県
内
の
施
設
、

学
校
ま
た
は
職
場
に
在
籍
し
て

い
る
心
身
障
が
い
者

▼
競
技　

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、

　

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
、
サ
ッ
カ
ー
、
フ
ッ
ト
ベ
ー

ス
ボ
ー
ル
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
競
技

◇
申
込
方
法　

６
月
９
日
午
後
６

時
に
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
予
定

◇
申
込
期
間　

６
月
１４
日（
月
）〜

７
月
２１
日（
水
）午
後
５
時
必
着

◇
問
合
せ　

茨
城
県
障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
協
会
☎
０
２
９

－

３
０
１

－

３
３
７
５

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
児

童
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安

定
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
手

当
で
す
。

◇
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
。

た
だ
し
、
児
童
お
よ
び
父
、
母

ま
た
は
養
育
者
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
場
合
や
公
的
年

金
の
受
給
額
に
よ
っ
て
、
受
給

要
件
が
異
な
り
ま
す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
が
い
に
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童

◇
手
当
の
額
（
月
額
）

▼
子
ど
も
が
１
人
の
場
合

　

４
万
３
１
６
０
円

▼
２
人
目
の
場
合
の
加
算
額

　

１
万
１
９
０
円

▼
３
人
目
以
降
の
加
算
額

　

６
１
１
０
円
（
１
人
に
つ
き
）

◎
手
当
を
受
給
中
の
方
へ

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
け
る
資
格
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
資
格
喪

失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
を
し
な
い
ま
ま
支
給
を
受

け
た
場
合
、
そ
の
期
間
の
児
童

扶
養
手
当
は
全
額
返
還
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

・
婚
姻
の
届
出
を
し
た
と
き

・
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
く
て

も
事
実
上
の
婚
姻
関
係
（
男
性

と
同
居
、
ま
た
は
同
居
が
な
く

と
も
頻
繁
な
訪
問
が
あ
り
生
活

費
の
援
助
が
あ
る
場
合
）
に
な

　

っ
た
と
き

・
受
給
者
本
人
や
児
童
が
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
た
り
、
転
出
し
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
受
給
者
が
監
護
ま
た

は
養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き

・
そ
の
他
支
給
要
件
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
と
き

◇
申
請
・
問
合
せ　

役
場
子
育
て

支
援
課

　

精
神
障
が
い
者
を
家
族
に
も
つ

人
た
ち
が
、
お
互
い
に
悩
み
や
心

配
事
を
語
り
合
う
会
を
開
催
し
ま

す
。
家
族
同
士
の
交
流
を
通
し
て
、

お
互
い
に
励
ま
し
合
い
、
支
え
合

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※

参
加
無
料
・
申
込
不
要

◇
日
時
・
会
場

①
６
月
１９
日（
土
）午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分
・
阿
見
町
本
郷
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

②
７
月
１７
日（
土
）午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分
・
土
浦
四
中
地
区

公
民
館

③
８
月
２１
日（
土
）午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分
・
阿
見
町
本
郷
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

④
９
月
１８
日（
土
）午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分
・
み
ほ
ふ
れ
愛
プ

ラ
ザ

◇
問
合
せ　

役
場
福
祉
介
護
課

児
童
扶
養
手
当

県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
参
加
者
募

土
浦
地
方
家
族
会

（広告欄）

《不動産公売》　公告件数１件　売却
　件数１件　換価金額１，３５０，０００円
《債権差押え》　件数３０７件
　差押金額３１，１５９，４０５円
　取立金額２４，１５２，５１０円
※債権…預貯金、生命保険、給与賞与、
　売掛金、年金、所得税還付金等
《不動産差押え》　件数１０件
《不動産参加差押え》　件数２件
《競売事件等に対する交付要求》
　件数７９件

滞納処分について

督促発布

財産調査

財産差押え

換　価

配　当

滞納処分の手続きの流れ

▲

滞納処分のために必要なときは、滞納者、官公庁、金融
機関、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し
質問・検査および捜索をすることができます。

▲

督促状を発した日から１０日を経過した日までに、納税者
が滞納となっている村税等を完納しないときは、その納
税者の財産を差押えなければなりません。

▲

差押え不動産については公売、預貯金等の差押え債権に
ついては取立てにより差押え財産を金銭に換えます。

▲

納期限までに村税等が完納されない場合は、督促状を発
しなければなりません。

▲

差押え財産の換価代金を村税等へ配当します。

収　納

令和２年度滞納処分実績
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生活安全

次のような不法投棄の疑いのある現場を見かけたら通報してください。
●工事現場でもないのに、重機を使って不自然な穴を掘っている。
●廃棄物の処理場ではないのに、廃棄物が多量に集められている。
●早朝や深夜に見かけないダンプが出入りしている。

土地を造成するには、法令や条例等による規制や許可等が必要な場合がありますので、
依頼する前に必ず担当窓口へご相談ください。

粗大ごみや大量のごみを処分する場合は、信頼できる専門業者（許可業者）に依頼する
ようにしてください。

不法投棄を見かけたら・・・

通報先　不法投棄１１０番　　　　☎０１２０－５３６－３８０
問合せ　美浦村役場生活安全課　☎０２９－８８５－０３４０（代）
　　　　茨城県廃棄物規制課　　☎０２９－３０１－３０３３

『あなたの土地を貸して欲しい』などと話を持ちかけられたときは、相手方をきちん
と調査し、使用目的などを明確にした上で賃貸借契約を書面で結ぶことが重要です。

ポイント

ポイント

ポイント

　

大
好
き
美
浦
村
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ

ー
協
議
会（
松
本
政
幸
代
表
）で
は
、

今
年
も
美
浦
村
花
い
っ
ぱ
い
事
業

の
一
環
と
し
て
、
村
内
に
ス
イ
セ

ン
の
球
根
植
栽
を
計
画
し
て
い
ま

す
。
ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
お
分
け

い
た
だ
け
る
方
は
、
役
場
企
画
財

政
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

量
が
多
い
場
合
に
は
、
引
き
取
り

に
も
伺
い
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

◇
募
集
期
間　

６
月
２１
日（
月
）〜

２３
日（
水
）

◇
問
合
せ　

役
場
企
画
財
政
課

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
・
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
授
業
を
行
う
通
信

制
の
大
学
で
す
。
働
き
な
が
ら
大

学
を
卒
業
し
た
い
、
学
び
を
楽
し

み
た
い
な
ど
様
々
な
目
的
で
、
幅

広
い
世
代
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

１０
月
入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
詳
し
い
資
料
を
送
付
し
ま
す

の
で
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

◇
募
集
学
生
の
種
類

▼
教
養
学
部

・
科
目
履
修
生
：
６
カ
月
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

・
選
科
履
修
生
：
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

・
全
科
履
修
生
：
４
年
以
上
在
学

し
、
卒
業
を
目
指
す

▼
大
学
院

・
修
士
科
目
生
：
６
カ
月
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

・
修
士
選
科
生
：
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

◇
出
願
期
間

・
第
１
回　
６
月
１０
日
〜
８
月
３１
日

・
第
２
回　
９
月
１
日
〜
９
月
１４
日

※

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
も
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

◇
問
合
せ　

放
送
大
学
茨
城
学
習

セ
ン
タ
ー
（
〒
３
１
０

－

０
０

５
６
水
戸
市
文
京
２

－

１

－

１

（
茨
城
大
学
構
内
）
）
☎
０
２
９

－
２
２
８

－

０
６
８
３
、
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.

ouj.ac.jp

）

　

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
６６
条

の
２
第
一
項
に
基
づ
き
、
食
品
取

扱
者
は
保
菌
検
査（
検
便
）を
実
施

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
対
象　

村
内
の
食
品
取
扱
（
調

理
・
販
売
等
）従
事
者（
パ
ー
ト

等
も
含
む
）

◇
実
施
方
法　

一
年
に
一
回
以
上

検
査
機
関
に
て
保
菌
検
査
（
検

査
項
目
：
赤
痢
菌
・
サ
ル
モ
ネ

ラ
属
菌
・
腸
管
出
血
性
大
腸
菌

Ｏ

－

１
５
７
）
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。
検
査
機
関
の
指
定
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
取
引
先
が
な

い
場
合
、
次
の
検
査
機
関
で
の

実
施
が
可
能
で
す
。

◇
検
査
機
関

江
東
微
生
物
研
究
所

◇
検
体
容
器　

食
品
衛
生
協
会
会

員
は
、
食
品
衛
生
指
導
員
を
通

じ
て
配
布
予
定
。
会
員
以
外
の

方
は
竜
ケ
崎
保
健
所
に
取
り
に

来
て
く
だ
さ
い
。

◇
検
査
手
数
料（
税
込
）

▼
会
員　
一
検
体
に
つ
き
７
０
０
円

▼
会
員
以
外　

一
検
体
に
つ
き
１

０
０
０
円

※
検
査
項
目　

赤
痢
・
サ
ル
モ
ネ

ラ
属
菌
・
O

－

１
５
７
を
含
む

腸
管
出
血
性
大
腸
菌

◇
検
体
提
出
方
法　

検
体
採
取
後

速
や
か
に
専
用
封
筒
（
後
納
郵

便
）
を
使
用
し
郵
便
に
て
送
付

く
だ
さ
い
。

※

採
取
後
３
日
以
内

◇
問
合
せ

・
竜
ケ
崎
食
品
衛
生
協
会
☎
０
２

９
７

－

６
２

－

８
７
４
７

・
竜
ケ
崎
保
健
所
衛
生
課
☎
０
２

９
７

－

６
２

－

２
１
６
３
（
保

菌
検
査
全
般
に
つ
い
て
）

　

「
け
し
」の
仲
間
は
、
春
か
ら
色

鮮
や
か
で
美
し
い
花
を
咲
か
せ
、

観
賞
用
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、「
け
し
」
の
仲
間
に
は
、

法
律
で
栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

植
え
て
は
い
け
な
い「
け
し
」を

発
見
し
た
場
合
は
、
竜
ケ
崎
保
健

所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
連
絡
先　

茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健

所
衛
生
課
☎
０
２
９
７

－

６
２

－

２
１
６
３

▼

植
え
て
は
い
け
な
い
け
し
の
例

ス
イ
セ
ン
の
球
根
を
お

分
け
く
だ
さ
い

植
え
て
は
い
け
な
い

「
け
し
」

放
送
大
学
入
学
生
募
集

ケシ（八重）
【ソムニフェルム種】

アツミゲシ
【セティゲルム種】

（広告欄）

食
品
取
扱
者
の
保
菌
検

査（
検
便
）の
実
施
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４
月
１
日
付
で
、
村
社
会
福
祉

協
議
会
の
事
務
局
長
に
岡
田
守
さ

ん
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

前
局
長
の
増
尾
嘉
一
さ
ん
は
平

成
３０
年
４
月
か
ら
３
年
に
わ
た
り

事
務
局
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

稲
敷
地
区
交
通
安
全
協
会
で
は
、

優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

◇
受
付
期
間　

６
月
１
日（
火
）〜

６
月
３０
日（
水
）午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
５
時
１５
分

◇
申
請
資
格

・
普
通
運
転
免
許
証
を
所
持
し
、

　

稲
敷
地
区
交
通
安
全
協
会
に
５

年
以
上
入
会
し
て
い
る
方
（
原

付
免
許
の
み
の
方
は
電
話
で
事

務
局
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

・
過
去
５
年
以
上
無
事
故
無
違
反

の
運
転
者

・
職
業
、
自
家
用
問
わ
ず
常
時
運

転
し
て
い
る
方

◇
申
請
方
法　

稲
敷
警
察
署
内
の

協
会
事
務
局
へ
必
ず
ご
本
人
が

申
請
に
来
て
く
だ
さ
い
。

◇
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

　

運
転
免
許
証
、
印
鑑

◇
問
合
せ　

稲
敷
地
区
交
通
安
全

協
会
事
務
局
☎
０
２
９

－

８
９

２

－

２
５
０
１

　

大
学
院
・
大
学
・
短
大
・
専
修

学
校
等（
高
校
は
除
く
）の
令
和
４

年
３
月
卒
業
予
定
者
お
よ
び
既
卒

未
就
職
者
（
概
ね
卒
業
後
３
年
以

内
）
を
対
象
に
、
県
内
企
業
を
集

め
た
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら
き
就

職
面
接
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

面
接
会
は
、
午
前
の
部
と
午
後

の
部
で
参
加
企
業
を
入
れ
替
え
て

行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
要
事
前
申
込
・
参
加

費
無
料
で
す
。
履
歴
書
を
複
数
枚

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
外
国
人
留
学

生
も
参
加
可
能
で
す
。
詳
し
く
は

問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
開
催
期
日
及
び
場
所

・
水
戸
会
場
（
１
日
目
）

６
月
２８
日（
月
）　

県
水
戸
合
同

庁
舎
（
水
戸
市
柵
町
１

－

３

－

１
）

・
水
戸
会
場
（
２
日
目
）

７
月
１５
日（
木
）　

ホ
テ
ル
レ

イ
ク
ビ
ュ
ー
水
戸
（
水
戸
市
宮

町
１

－

６

－

１
）

・
土
浦
会
場
（
１
日
目
）

７
月
１
日（
木
）　

ホ
テ
ル
マ

ロ
ウ
ド
筑
波
（
土
浦
市
城
北
町

２

－

２４
）

・
土
浦
会
場
（
２
日
目
）

７
月
２
日（
金
）　

県
南
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
（
土
浦
市
大
和
町

９

－

１
）

◇
開
催
時
間
（
全
日
程
共
通
）

▼
午
前
の
部　

午
前
１０
時
２０
分
〜

午
後
０
時
２０
分

▼
午
後
の
部　

午
後
２
時
〜
４
時

◇
参
加
予
定
企
業
数
（
午
前
・
午

後
の
部
の
合
計
）

・
水
戸
会
場（
１
日
目
）４０
社  

・
水
戸
会
場（
２
日
目
）８０
社

・
土
浦
会
場（
１
日
目
）６０
社

・
土
浦
会
場（
２
日
目
）６０
社

◇
申
込
方
法

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
い
ば
ら
き
就
職
面

接
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
ご
案

内
し
ま
す
。

　

ご
案
内
時
期
は
５
月
下
旬
〜
６

月
上
旬
に
な
る
見
込
み
で
す
。
都

度
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.pref.ibaraki.jp/shok

orodo/rosei/rodo/challe
nge_ibaraki_m

ensetsuka
i/r3_kigyou_setsum

ei_ze
nki.htm

l

）　

優
良
運
転
者
表
彰
の

申
請
受
付

村
社
会
福
祉
協
議
会

新
局
長
就
任

学
生
の
皆
さ
ん
へ
！

就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す

民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和４年（２０２２年）４月から成年年齢が２０歳
から１８歳に引き下げられます。現在、村では２０歳の方を対象に、成人の日（１月第２月
曜日）前日の日曜日に成人式を開催していましたが、成年年齢が１８歳に引き下げられた
後の「成人式」については、以下のとおりといたします。

■対象年齢について　美浦村では、「成人式」の対象年齢を２０歳とします。
　なお、式典の名称については、「はたちのつどい」といたします。
■式典対象年齢を２０歳とする主な理由
①１８歳は就職活動や受験など多忙な時期であり、式典への参加が大きな負担となったり、安心して参加で
きないなどの問題が生じるおそれがあるため

②成人式はこれまで２０歳を対象として長い間実施されており、それが地域や住民にも伝統として広く定着
しているため

■開催時期　これまでどおり、成人の日（１月第２月曜日）前日の日曜日を予定しています。
　なお、成年年齢引下げ後の最初の式典は、令和５年１月８日（日）を予定しています。対象は、平成１４年
（２００２年）４月２日から平成１５年（２００３年）４月１日の間に生まれた方になります。

成年（成人）年齢引下げに伴う「成人式」の対象年齢について

◇問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１◇問合せ　生涯学習課（中央公民館内）☎０２９－８８５－４４５１

みなさまの声をお聞かせください
～村長へのたより～

“村長へのたより”の送り方

村では、地域と行政が一体となって「住みよい街づくり」を進めるため、皆さんが日頃思っている
村政へのご意見やご要望を随時受け付けています。

春
の
陽
気
と
初
音
に
つ
ら
れ
花
野
散
歩
の
遠
ま
わ
り　
　
　
　
　

小
薗
江
久
美

遠
き
宇
宙
に
思
い
を
馳
せ
て
量
り
知
れ
な
い
母
の
愛　
　
　
　
　

井
戸
賀
龢
道

青
葉
明
る
い
遠
野
の
里
の
民
話
聞
き
ほ
れ
旅
の
人　
　
　
　
　
　
　

酒
川
夢
花

セ
ピ
ア
色
し
た
遠
足
写
真
ニ
ュ
ー
ム
水
筒
ぬ
る
い
水　
　
　
　
　
　

塚
本
夏
雲

自
粛
解
除
が
遠
退
く
日
々
に
家
庭
菜
園
真
っ
盛
り　
　
　
　
　
　
　

高
橋
一
歩

一
人
一
人
が
環
境
守
り
永
遠
に
輝
け
青
い
地
球　
　
　
　
　
　
　

上
野
八
千
代

老
い
る
シ
ョ
ッ
ク
よ
足
腰
萎
え
て
耳
は
遠
く
に
ボ
ケ
も
来
た　
　
　

増
尾
青
蓮

つ
い
て
い
け
な
い
Ｉ
Ｔ
時
代
遠
い
昭
和
が
懐
か
し
い　
　
　
　
　
　

伊
藤
葉
子

春
の
遠
足
み
や
げ
は
笑
顔「
楽
し
か
っ
た
」の
そ
の
言
葉　
　
　
　
　

石
戸
葎
華

餌
を
蹴
散
ら
し
好
み
を
選
ぶ
庭
の
餌
代
細
き
足　
　
　
　
　
　
　
　

関
根
秀
子

「
後
は
頼
む
」と
遠
く
へ
逝
っ
た
亡
夫
は
い
つ
で
も
傍
に
居
る　
　
　

山
崎
笑
子

増
え
る
対
立
分
断
社
会
自
由
平
和
は
遠
い
道　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
脇
悠
美

味
が
足
り
な
い
私
の
俚
謡
は
甘
さ
辛
さ
の
俚
謡
心　
　
　
　
　
　
　

山
岡
亜
子

足
は
大
事
と
云
い
つ
つ
我
が
身
膝
の
激
痛
躄
這
い　
　
　
　
　
　

長
谷
川
悦
子

柿
の
若
葉
の
下
か
ら
見
え
る
遠
い
青
空
孫
の
声　
　
　
　
　
　
　
　

沼
嵜
朋
香

春
の
喜
び
爽
や
か
告
げ
る
遠
い
孫
と
の
か
し
わ
餅　
　
　
　
　
　
　

山
岸
錦
洋

母
の
手
造
り
の
り
弁
持
っ
て
た
の
し
遠
足
な
つ
か
し
い　
　
　
　
　

木
村
幸
子

日
々
の
幸
せ
噛
み
締
め
生
き
る
今
日
も
く
っ
き
り
遠
筑
波　
　
　
　

田
島
草
実

酔
っ
た
夫
婦
の
山
吹
色
に
と
ろ
り
寝
て
聞
く
遠
蛙　
　
　
　
　
　
　

飯
塚
筑
風

胸
の
思
い
を
打
ち
明
け
た
い
に
未
だ
逢
え
な
い
遠
い
人　
　
　
　

篠
原
美
千
代

娘
背
負
っ
て
買
物
炊
事
足
は
気
力
じ
ゃ
孫
む
り
だ　
　
　
　
　
　
　

山
﨑
泰
弘

産
土
の
鎮
も
る
境
内
松
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
野
安
佐
子

啄
木
の
謡
耳
に
流
れ
る
春
の
空　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
毛
恵
美
子

こ
り
こ
り
と
葉
隠
れ
の
梅
太
り
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
川
紀
行

駆
け
抜
け
た
春
を
追
い
か
け
三
春
の
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
道
民
子

ど
う
な
る
の
変
異
ウ
イ
ル
ス
春
嵐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
澤
は
し
め

ほ
ろ
苦
き
あ
け
び
の
新
芽
酒
の
あ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
美
佐
恵

柏
餅
ほ
お
ば
り
男
の
子
の
力
沸
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
柳
幸
子

白
バ
ラ
の
蕾
ほ
ん
の
り
紅
兆
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
島
早
苗

菖
蒲
湯
や
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
声
高
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
輝
子

足
も
と
に
雲
の
流
れ
る
代
田
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
田
敏
笑

経
塚
に
比
叡
の
教
え
春
落
葉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
尾
尚
子

五
月
雨
る
ま
な
う
ら
宥
め
辞
書
を
引
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本
秀
子

五
月
の
俳
句
（
題　
当
季
雑
詠
）

（
五
十
音
順
）

正
調
俚
謡　
日
和
吟
社　
字
結
び
「
遠
・
足
」（
一
字
以
上
詠
み
込
み
）
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土
浦
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で

は
、
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
。
家
庭
内
の
問
題
、
虐
待
、

D
V
、
い
じ
め
、
同
和
問
題
、
セ

ク
ハ
ラ
、
近
隣
問
題
、
相
続
、
借

地
借
家
、
金
銭
賃
借
等
、
人
権
に

関
わ
る
心
配
ご
と
や
困
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
無
料
で
相
談
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。

◇
日
時　

６
月
１４
日（
月
）午
前
１０

時
〜
午
後
３
時

◇
会
場　

美
浦
村
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

◇
問
合
せ　

水
戸
地
方
法
務
局
土

浦
支
局
☎
０
２
９

－

８
２
１

－

０
７
９
２

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、

職
場
で
の
い
じ
め
や
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ

ー
な
ど
ど
ん
な
こ
と
で
も
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　

女
性
の
人
権
問
題
に
詳
し
い
法

務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員

が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

◇
時
間　

午
後
１
時
〜
４
時

◇
相
談
方
法　

電
話
相
談
（
相
談

料
無
料
。
但
し
、
電
話
料
金
は

か
か
り
ま
す
）
☎
０
２
９

－

２

３
１

－

８
３
８
０
・
０
２
９

－

２
３
１

－

８
３
８
１

◇
問
合
せ　

茨
城
県
弁
護
士
会
☎

０
２
９

－

２
２
１

－

３
５
０
１

　

好
文
亭
梅
朝
さ
ん
の
落
語
で
楽

し
い
ひ
と
時
を
す
ご
そ
う
。

※

事
前
に
申
込
み
が
必
要
で
す
。

◇
日
時　

６
月
２７
日（
日
）午
後
１

時
３０
分
〜

◇
場
所　

文
化
財
セ
ン
タ
ー

◇
人
数

２０
名（
先
着
）

◇
申
込
・
問
合
せ　

文
化
財
セ
ン

タ
ー
☎
０
２
９

－

８
８
６

－

０

２
９
１

※

６
月
１
日（
火
）か
ら
、
電
話
で

の
み
受
付
い
た
し
ま
す
。

　

個
人
事
業
税
は
、
口
座
振
替
を

ご
利
用
に
な
る
と
、
納
期
限
を
忘

れ
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
金
融
機
関
に

納
付
に
行
く
必
要
が
な
く
な
り
と

て
も
便
利
で
す
。

　

お
申
し
込
み
は
、
県
税
事
務
所

ま
た
は
預
金
先
の
金
融
機
関
へ
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
納
税

通
知
書（
８
月
中
旬
ご
ろ
発
送
）に

同
封
の
ハ
ガ
キ
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

◇
問
合
せ　

茨
城
県
土
浦
県
税
事

務
所
管
理
課
☎
０
２
９

－

８
２

２
－

７
２
０
３

◇
受
付
時
間　

午
前
８
時
３０
分
〜

午
後
５
時
１５
分（
土
曜
、日
曜
、

祝
日
を
除
く
）

※

電
話
が
混
み
合
い
、
つ
な
が
り

に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〔
社
会
福
祉
協
議
会
へ
〕

〇
小
幡　

美
和
子
様　

介
護
用
品

〔
善
意
銀
行
へ
〕

〇
パ
ソ
コ
ン
を
楽
し
も
う
同
好
会
様

３
万
３
３
９
５
円

◇
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

特
設
人
権
相
談
所
の

開
設

女
性
の
権
利
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン

梅
朝
基
礎
落
語

善
意

個
人
事
業
税
は
便
利

な
口
座
振
替
で

美浦村郷中地内の村道の一部区間（右図
参照）において、排水路・道路工事を実
施するため、６月１日（火）から歩行者お
よび車両通行止めとなります。
地域住民の方、道路を利用する方には大
変ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが
ご理解ご協力をお願いいたします。
《通行止め期間》
６月１日（火）
　～令和４年３月３１日（木）※予定
《問合せ》役場都市建設課

排水路・道路工事に伴う歩行者および車両通行止めのお知らせ！

ご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解ご協力
をお願いいたします。

歩行者および車両
通行止め箇所
歩行者および車両
通行止め箇所

木造住宅耐震改修促進事業

耐震改修 設計

耐 震 診 断

総合支援メニュー

耐 震 診 断 耐震改修 設計 総合支援メニュー ※
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平日、住民課窓口に来られない方へ

公共機関等お問合せ一覧

美浦村メガソーラー発電量美浦村メガソーラー発電量
累計（今年度）

放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス

☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０

２８１，３５２ｋWh ２８１，３５２ｋWh

６月の納税

美浦村防災メール

４月の発電量

各種相談

◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。

・６月・７月の実施日 ６月９日・２３日、７月１４日・２８日
・取扱業務　各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、

　電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。

※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ　役場住民課

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文 化 財 セ ン タ ー
光 と 風 の 丘 公 園
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
大谷時計台児童館
木 原 城 山 児 童 館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社 会 福 祉 協 議 会
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

納期限は６月３０日（水）です。
（１期）村 県 民 税

（広告欄）

個別健康
サポート相談
（要予約）

健康づくりについてお気軽にご相談ください。
日時 ７月７日（水）午前９時３０分～
　　　※一人１時間程度
申込・会場 保健センター☎０２９－８８５－１８８９

障がい者
相談

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

（予約不要）
日時 ６月２１日（月）、７月１２日（月）
　　　午後１時～３時
会場 みほふれ愛プラザ

行政相談 国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

（予約不要）
日時 ６月２５日（金）午前１０時～正午
会場 役場１階会議室

ＦＡＸ

教育相談

学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

▼電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日
　　　　　午前９時～正午、午後１時～４時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ ０２９－８８５－７７８８

美浦村教育相談
センター

弁護士による
法律相談

心配ごと
相談

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０

※予約は随時受付。

美浦村社会福祉
協議会主催

日時　７月２８日（水）午後１時３０分～４時

日時 ７月５日（月）、１９日（月）
　　　午後１時～３時

※７月１日（火）午前８時３０分より申込受付。 区
長
・
副
区
長
会
議

自衛官募集相談員に細谷忠氏

美浦所属馬　皐月賞　制覇
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